
 

 

 

 

 

オーガニックマルシェ・種子交換会を行います！ 
  

山口市有機農業推進協議会は、毎月第 1日曜日に山口市の中園中央公園で「山口おいでませマル

シェ」を開催しています。コロナの影響で中断していましたが 7月から再開する予定です。「やまぐ

ち環保研」も一緒に参加することになりました。多くの方のご来場をお待ちしています。 

【オーガニックマルシェ】 

☆目 的：有機農業を広く市民に知ってもらい、生産者と消費者を繋げることを目的とします。 

 ☆日 時：令和 2年8月 2日（日） 9:00～16:00 

 ☆会 場：中園中央公園（山口情報芸術センター～山口ケーブルビジョン） 

 ☆駐車場：山口ケーブルビジョン           【位置図】 

＜参加者募集＞                    

  ・出店者：やまぐち環保研の会員を原則とします。           山口芸術情報センター 

会員でなくてもご相談に応じます。 

  ・出店料：無料 

  ・集合時間：8:30までにマルシェ会場に。 

  ・申し込み期日：7月末まで 

  ・申込先：比嘉携帯（０９０－７１２１－１６９７）            山口ケーブルビジョン 

【種子交換会】 

 ☆目 的：遺伝子組み換えやゲノム編集された農産品から採る種でなく、有機農産品から採取さ   

れた在来の種を皆で活用し、生産者の技術交流と、安心安全な農産物の提供を目的とします。 

 ☆日 時：令和 2年8月 2日（日） 10:00～12:00 

 ☆会 場：中園中央公園（山口情報芸術センター～山口ケーブルビジョン） 

＜参加者募集＞ 

  ・参加者：やまぐち環保研の会員を原則とします。     

  種子を持参されていない方も相談に応じます。 

・種子：1㎡に植える程度（袋に詰めて） 経歴記載要す 

  ・集合時間：8:30までにマルシェ会場に。 

  ・申し込み期日：7月末まで 

  ・申込先：比嘉携帯（０９０－７１２１－１６９７） 

 

「やまぐち環保研」のリーフレットを作りました。 
  

 有機農業は生産者と消費者が連携し、農業団体や行政、企業などと一緒になって進めなければ広

がりません。表紙に右上のイラストを配置し、親しみやすい物になっています。（同封してありますの

でご覧ください。 

令和 2年７月 5日 発行元：山口県環境保全型農業推進研究会 090-7121-1697（比嘉携帯） 
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 6月23日に「おごおり幼稚園」を訪問しました。園長さんは3月のフォーラムで事例発表

して頂いた片山耕修さんです。やまぐち環保研の役員でもあります。 

おごおり幼稚園は、1950年に園長さんのお父さんが、新山口駅の在来線の駅から徒歩10分

の住宅地に幼稚園を設立されました。耕修さんが園を引き継がれて、今年、国道をへだてた山の

ふもとに「やまの幼稚園」としてリニュアルされました。園長さんの思いがいっぱい詰まった幼

稚園になっています。まずはどこからも太陽の光が入る三角屋

根の園舎。クラス名が「きくいも、なずな、れんげ、だいず」

など野菜や野草の名前になっていました。また、農園もあり、

園児と一緒に植え付け、収穫体験をされるように整備されてい

ます。中でも、道路と丘の上にある園舎との高低差が5～6ｍ

はあろうかと思われる法面に石積が3段積んであり、そこに稲

を植えています。園長は「棚田」と言っています。 

園長さんの思いを語って頂きました。 

農のある暮らしを楽しむ人生を園児に願っています。 

植えなければはじまらない、播かなければはじまらないが 

・・・それが「明るい農村」を園内整備中の私の心のさけびです。 

毎朝、田んぼを見て回るのが楽しみになっています。 

稲作される方の気持ちもわかってきますし、そうなるための田づ

くりのご苦労もあることがわかりました。 

田植えされた景色となり、園児はこのような棚田を上り下りし畦

の道を歩くことが大好きです。 

日本人の遺伝子に目覚めさせる鍵は、幼児教育にあることがこの一枚の写真から知っていただき

たいと思います。 

令和２年度視察研修のお知らせ！ 

〇今年度の視察研修は「阿東地区」において、水田や畑を活用して

太陽光発電をする「ソーラーシェアリング農場」（阿東つばめ農園）を

中心に近郷の有機農業者のほ場視察を計画しました。なお、詳細は後

日、お知らせします。 

＜スケジュール＞ 

・予定日 ： 11月8日（日）   

 ※コロナの状況が許せば、1泊どまりの研修になればと思っていま

す。 

 

 

 

 種子法は 2018年4月にほとんど議論されずに、廃止されました。このことに対して、2020年4

月現在、13の道県が独自に種子条例を制定し、多くの県が制定に向けた検討を始めています。環保

研は意を同じくする「山口県有機農業団体連絡協議会」を通じて山口県農業振興課に要望書を提出

しましたが口頭で制定しないとの回答を受けたにとどまっています。現在、対応を検討しています。 

 また、2020年4月にコロナ騒動に紛れて「種苗法」改定の議案が上程されていました。しかし、審

議時間がないと言うことで先送りになっています。これらの問題点について改めて検討しなけれ

ばならないと思っています。（同封の小冊子を参考にしてください。） 

種子法廃止に続いて種苗法の改定？ 

 

「おごおり幼稚園」を訪問しました。 

 

https://www.facebook.com/101179921246769/photos/p.101184751246286/101184751246286/

